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　空き家バンク

　年金制度

　エンディングノート
　エンディングノートは、自分が亡くなったとき、
あるいは病気やけが、認知症で判断能力が衰えてし
まったときに備えて、必要な情報や希望を書いてお
くノートです。遺言書のような法的効力はありませ
んが、終活のさまざまな場面で役立ちます。
　自分の人生を考え、よりよくするための指針とし
て、エンディングノートを書いてみましょう。

　受給開始年齢になったり健康状態に問題が生じた
りしたときに受け取れる年金。自分が将来もらえる
年金額がいくらなのか、老後の準備のためにも理解
しておきましょう。年金の手続きや相談などについ
ては、年金事務所へ問い合わせください。

古川年金事務所
☎ 0229（23）1200

　将来、自宅や実家が空き家になったらどうするか、
考えたことはありますか。
　「空き家バンク」は、空き家の賃貸・売却を希望する
人から申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希
望する人に紹介する制度です。相続や空き家管理な
どの問題解決の方策の一つとして、ぜひ制度の活用
を検討してみてください。

老後のお金や家のこと

まちづく
り推進部観光シティプ
ロモーション課（ふる
さと定住係）
☎ 0220（23）7331

老後の家計や財産管理など、将来のライフプランを考える上
でのヒントを紹介します。

■ 

☎

　相続や生前贈与、財産管理など、老後
の手続きについてどうしたらよいか、
相談に来る人が増えています。
◉
　高齢になると、身体機能の低下だけ
でなく、認知症などにより判断能力が
低下し、財産の管理や契約手続きが困
難になったり、経済的な被害に遭った
りする恐れがあります。このような場
合に支援する制度が、成年後見制度で
す。成年後見制度には、判断能力が低下
してから裁判所が支援者を決める「法
定後見」と、元気なうちから将来に備
え、契約して利用する「任意後見」があ
ります。
◉
　不動産の所有者が亡くなると相続登
記の問題が生じます。令和６年４月か
らは、正当な理由なく不動産の相続に

よる取得を知ってから３年以内に相続
登記の申請をしなかった場合、10万円
以下の過料が科される可能性がありま
す。自分や家族のために、亡くなった人
の不動産の相続登記を早めに検討して
ほしいと思います。
◉
　判断能力が低下すると、重要な事柄
ほど希望を実現することが難しくなり
ます。将来、どのような生活を希望す
るのか、自分の財産を誰に引き継いで
ほしいか、考える時間や対策をとりま
しょう。また、それを形にすることも大
切です。エンディングノートや遺言書
などの作成に、早すぎるということは
ありません。
　老後の不安や、手続きなどに疑問を
感じている場合は、最寄りの公的窓口
や司法書士などに相談してください。

今からできる老後の備え


